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留 意 事 項 

１ 「評価区分」について 

評価区分 説 明 指導形態 改善報告 

Ａ 

１ 福祉関係法令又は通知等に明らかに違反しており、社会福祉法人、社会福祉事業等の経営に重大な支障が生じ

ている又は生じるおそれがあり、改善を必要とする場合 

２ 社会福祉法人、社会福祉事業等の経営の根幹に関わる事項であり、改善を必要とする場合 

文書指導 

要 

Ｂ 

１ 福祉関係法令又は通知等に照らして不備があり、社会福祉法人、社会福祉事業等の経営に支障が生じている又

は生じるおそれがあり、改善を必要とする場合 

２ 社会福祉法人、社会福祉事業等の経営に関わる事項であり、改善を必要とする場合 

文書指導 

Ｃ 評価区分のＡ又はＢには該当しないが、改善を必要とする場合 口頭指導 不要 

○ 評価区分の決定にあたっては、各評価区分の説明欄に示す内容により取り扱うこととしますが、違反や不備に至った経緯、背景や、指導を行った時点における 

法人側の対応状況等を勘案して決定する場合があります。 

○ 前年度指導したにもかかわらず、全く改善されていない場合は、指導内容の重大性に応じ、上位の評価区分とする場合があります。 

○ 評価区分Ａの改善指示事項（要約）を福岡市のホームページで公表します。 

 

２ アンダーラインについて 

アンダーラインのある箇所は、令和５年度における改訂で変更・追加等を行った箇所です。なお、単なる見出し番号の変更や字句の修正等は示していません。 

 

３ 「自主点検」欄について 

各項目の「自主点検」欄について、該当がある場合は「適」・「不適」のいずれかに○を付し、該当がない場合は「――」で消してください。また、点検結果は、 

理事長まで報告してください。なお、点検結果は、実地監査又は書面監査の際に確認します。 

 

４ 職員の勤務実態による区分について 

・通常の職員 ········ その職場におけるフルタイム勤務の職員をいいます。 

・パートタイム職員 ·· １週間の所定労働時間が通常の職員より短い職員をいい、職場での呼称（区別）が「非常勤職員」「嘱託職員」「契約職員」となっていても、 

この条件にあてはまれば「パートタイム職員」となります。
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第１ 職員の配置状況 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第１ 職員の配置状況 １ 職員数が配置基準を下回っていないか。 

 

２ 施設長（管理者）に問題はないか。 

（常勤であるか。他と兼務の場合は問題がない

か。施設長としての資格の有無。管理体制に

問題はないか。） 

・各施設の設備 

及び運営の基準

を定める条例 

 条例施行規則 

◎「社会福祉施設の職員配置基準等について」参照 

※ここでいう「職員数」とは、実際の職員数であり、産休、 

育休、介護休又は長期の病休職員等は除く。 

※パートタイム職員については、常勤換算により計上する。 

・ 職員が配置基準を下回っている。 

 

・ 施設長（管理者）に問題がある。 

Ａ 

 

Ａ 

適・不適 

 

適・不適 

       

 ３ 施設長の任免について理事会の議決を得てい

るか。 

・社会福祉法第45

条の13第４項 

 

 

・定款例第22条 

第２項 

◎ 社会福祉法第45条の13第４項 

  理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定

を理事に委任することができない。 

 三 重要な役割を担う職員の選任及び解任 

◎ 定款例第22条第２項 

この法人の設置運営する施設の長他の重要な職員（以下

「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任 

する。 

・ 施設長の任免について理事会の議決を得

ていない。 

Ａ 適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

       

 ４ 要資格職に無資格者はいないか。 ・各施設の設備 

及び運営の基準

を定める条例施

行規則 

◎「社会福祉施設の職員配置基準等について」参照 

 

１ 要資格職に無資格の事例がある。 

 

２ 資格証明書を確認し、整理していない。 

Ａ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

適・不適 

       

 ５ 職員の退職に問題はないか。職員の定着化に

努めているか。 

・労働契約法 

第16条 

◎ 労働契約法第16条 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当

であると認められない場合は、その権利を濫用したものと 

して、無効とする。 

１ 退職届または退職辞令の交付等がない。 

 

２ 職員の退職が多く、その退職事由に問題

がある。 

Ｂ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

適・不適 

       

 ６ 性別による差別、妊娠・出産等を理由とした 

差別的取り扱いを行っていないか。 

・雇用の分野に 

おける男女の 

均等な機会及び

待遇の確保等に

関する法律 

（以下「男女雇

用機会均等法」

という。） 

第５条、第６条 

◎ 男女雇用機会均等法第５条 

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別に 

かかわりなく均等な機会を与えなければならない。 

◎ 男女雇用機会均等法第６条 

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理

由として、差別的取扱いをしてはならない。 

一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、

昇進、降格及び教育訓練 

二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置

であつて厚生労働省令で定めるもの 

三 労働者の職種及び雇用形態の変更 

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 

１ 性別による差別を行っている。 Ｂ 適・不適 

  ・男女雇用機会 

 均等法第９条 

◎ 男女雇用機会均等法第９条 

１ 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産した

ことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 

 

２ 妊娠・出産等を理由とした差別的取扱い

を行っている。 

Ｂ 適・不適 



 

  - 4 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第１ 職員の配置状況 第２ 運営規程 及び 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
   ２ 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解

雇してはならない。 

３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出

産したこと、労働基準法第65条第１項の規定による休業を 

請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業を

したことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生

労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に 

対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性 

労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事

業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇で

ないことを証明したときは、この限りでない。 

   

       

第２ 運営規程 １ 運営（管理）規程は整備されているか。 

 

２ 運営規程は職員・利用者（家族を含む）に周

知されているか。 

・各施設の設備 

及び運営の基準

を定める条例 

 条例施行規則 

(1)運営規程は、施設の運営管理を規定する基本的規程で   

 あり、規定内容と現状に差異がないこと。 

(2)上記内容については、職員・利用者（家族を含む）への 

 周知が十分行われていることが必要である。 

・ 運営規程が整備されていない。 

 

・ 運営規程が職員・利用者（家族を含む）

に周知されていない。 

 

Ａ 

 

Ｂ 

 

適・不適 

 

適・不適 

 

       

第３ 就業規則等 １ 就業規則は整備されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係法令の改正に合わせて改訂し、理事会で

の議決を得て、所轄労働基準監督署に届出をし

ているか。 

 

 

 

 

 

３ 規定内容と現状に差異はないか。 

・労働基準法 

第89条、第90条、

第106条 

・労働基準法施行

規則第49条、 

第52条の２ 

◎ 労働基準法第89条 

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる

事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ

ばならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、

同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労

働者を２組以上に分けて交替に就業させる場合において

は就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）

の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の 

時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用され

る労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法 

並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の 

定めをする場合においては、これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めを

する場合においては、これに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、 

これに関する事項 

１ 就業規則が作成されていない。 

（常時職員 10 人未満の施設においては、作

成が望ましいとされている。） 

 

２ 就業規則の作成後、所轄労働基準監督署

へ届け出ていない。 

 

 

１ 関係法令の改正に合わせて改訂されて

いない。または、改訂されていても所轄労

働基準監督署に届け出ていない。 

 

２ 就業規則の改訂について理事会の議決

を得ていない。 

 

 

・ 規定内容と現状に差異がある。 

Ａ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

適・不適 

 

 

  七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに

関する事項 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
   八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする 

 場合においては、これに関する事項 

   

    九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類 

  及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の 

すべてに適用される定めをする場合においては、これに

関する事項 

   

         
    

◎ 労働基準法第90条 

１ 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい

てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴

かなければならない。 

２ 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 

 

◎ 労働基準法施行規則第49条 

１ 使用者は、常時 10人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第 89条の規定による就業規則

の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。 

２ 法第90条第２項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したも

のでなければならない。 

＊ 職員が10人未満の施設にあっては、届出は任意であるが、近代的労使関係に必要とされる適正な労働条件の確保 

及び明示の観点から就業規則を作成すること。 

＊ 「常時 10人以上の労働者を使用する」とは、常態として 10人以上の事例があることを意味し、この職員の中に

は、施設長及びパートタイム職員も含まれる。 

＊  給与に関することは給与規程として別に設ける場合が多いが、給与規程は就業規則の一部をなすものであり、そ

の作成・変更手続きは就業規則の作成、変更として行うこと。 

 

   

         
 ４ 職員に周知されているか。  ◎ 労働基準法第106条 

１ 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業 

規則（略）を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又

は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労

働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなけれ

ばならない。 

・ 職員に周知していない。 Ｂ 適・不適 

       
   ◎ 労働基準法施行規則第52条の２ 

法第106条第１項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 

一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置すること。 

 

   



 

  - 6 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ５ 職員の労働時間は、労働基準法に定める労働 

時間を超えていないか。 
・労働基準法第32

条、第32条の２、

第32条の４ 

労働基準法施行

規則第12条の２、

第12条の４ 

◎ 労働基準法第32条 
１ 使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について40 

時間を超えて、労働させてはならない。 
２ 使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時

間を除き１日について８時間を超えて、労働させてはなら

ない。 

１ 職員の所定労働時間が、（変形労働期間

を平均して）週40時間を超えている。 
 
２ 勤務時間の割振表を作成するなどの勤

務時間管理が行われていない。 

Ｂ 
 
 
Ｂ 

適・不適 
 
 

適・不適 

          
   ◎ １か月以内の期間を単位とする変形労働時間制（労働基準法第32条の２） 

１ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

１箇月以内の一定の期間を平均し１週間当たりの労働時間が前条

第１項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第

２項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
２  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 
 
＊ １か月以内（１か月以内であれば、10日、２週間、４週間又は１か月でも可。）の期間を単位とする変形労働時間制の場合 

変形期間中の労働時間の総枠の計算式は次のとおり。 
変形期間 １０日単位 ２週間単位 ４週間単位 １か月単位(月３０日) １か月単位(月３１日) 

４０時間× 変形期間の日数 
限度時間 ５７．１時間 ８０．０時間 １６０．０時間 １７１．４時間 １７７．１時間 ７日 

 
◎ １か月を超え１年以内の期間を単位とする変形労働時間制（労働基準法第32条の４） 
１ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働

者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第２号の対象期間として定められた期

間を平均し１週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない範囲内において、当該協定（次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。）で定めるとこ

ろにより、特定された週において同条第１項の労働時間又は特定された日において同条第２項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 
二 対象期間（その期間を平均し１週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、１箇月を超え１年以内の期間に限るものとする。

以下この条及び次条において同じ。） 
三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第３項において同じ。） 
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち 
当該対象期間の初日の属する期間（以下この条において「最初の期間」という。）における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間

における労働日数及び総労働時間） 
五 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに１日及び１週間の労働時間の限度並びに対象期間（第

１項の協定で特定期間として定められた期間を除く。）及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 
４  第32条の２第２項の規定は、第１項の協定について準用する。 

   

    

◎ 変形労働時間制等の起算日（労働基準法施行規則第12条の2） 

１ 使用者は、法第 32条の２から第 32条の４までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定（労使委員会の決

議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。）において、法第32条の２から第32条の４までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。 

２ 使用者は、法第35条第２項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、４日以上の休日を与えることとする４週間の

起算日を明らかにするものとする。 
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   ◎ １か月を超え１年以内の期間を単位とする変形労働時間制を採用する場合の、１日及び１週間の労働時間の限度（労働基準法施行規則第12条の４） 

４ 法第32条の４第３項の厚生労働省令で定める１日の労働時間の限度は10時間とし、１週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が３箇

月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 

一 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が３以下であること。 

二 対象期間をその初日から３箇月ごとに区分した各期間（３箇月未満の期間を生じたときは、当該期間）において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が 

３以下であること。 

 

＊ １か月を超え１年以内の期間を単位とする変形労働時間制の場合 

対象期間中の労働時間の総枠の計算式は次のとおり。 

対象期間 ３か月（９２日） ４か月（１２２日) ６か月（１８３日） １年（３６５日） 
４０時間× 

対象期間の日数 

限度時間 ５２５．７時間 ６９７．１時間 １０４５．７時間 ２０８５．７時間 ７日 

 

◎ １週間及び１日の法定労働時間（「改正労働基準法の施行について」（昭63.１.１付基発第１号）） 

１週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。また、一日とは、午前０時から午後12時まで

のいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が２暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも１勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労

働として、当該日の「１日」の労働とするものである。 

   

          

       

 ６ 休憩時間及び休日は適正に定められているか。 ・労働基準法 

第34条、第35条 

労働基準法施行

規則第12条の２

第２項 

 

 

 

 

 

 

 

「労働基準法関係 

解釈例規について」

(昭和63年３月14日   

 付基発第150号） 

 

 

◎ 労働基準法第34条 

１ 使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては 

少くとも45分、８時間を超える場合においては少くとも 

１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなら 

ない。 

 

◎ 労働基準法第35条 

１ 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも１回の休日を 

与えなければならない。 

２ 前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える 

使用者については適用しない。 

 

<交替制の場合の休日> 

第35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、例え

ば、８時間３交替連続作業のような（略）番方編成による 

交替制における「休日」については、下記のいずれにも該当

するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えない（略） 

記 

一 番方編成による交替制によることが就業規則等により 

定められており、制度として運用されていること。 

二 各番方の交替が規則的に定められているものであって、

勤務割等によりその都度設定されるものではないこと。 

１ 休憩時間及び休日が適正に定められて 

いない。 

 

 

 

 

２ 休憩時間及び休日について就業規則の

規定と実態が一致していない。 

（４週４休制採用の場合は、就業規則等で 

４週の起算日を明らかにする必要がある。） 

 

 

３ 毎週少なくとも１回（４週４休制採用時 

除く）の休日を与えていない。 

 

※休日とは午前０時から午後12時までの 

暦日をいい、夜勤明けは該当しない。 

 

※継続24時間を休日とするには、左記の 

要件有。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

適・不適 
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 ７  年次有給休暇は適切に付与されているか。

（パートタイム職員を含む。） 

・労働基準法 

第39条、第89条、

第115条、第143

条 

 ・労働基準法施行

規則第 24条の

３、第24条の４、

第24条の５、第

24条の６、第24

条の７ 

◎ 労働基準法第39条 

１ 使用者は、その雇入れの日から起算して６箇月間継続 

勤務し全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、継続

し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなら

ない。 

２ 使用者は、１年６箇月以上継続勤務した労働者に対して

は、雇入れの日から起算して６箇月を超えて継続勤務する

日（以下「６箇月経過日」という。）から起算した継続勤務

年数１年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる６

箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の 

下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければ 

ならない。ただし、継続勤務した期間を６箇月経過日から 

１年ごとに区分した各期間（最後に１年未満の期間を生じ

たときは、当該期間）の初日の前日の属する期間において 

出勤した日数が全労働日の８割未満である者に対しては、

当該初日以後の１年間においては有給休暇を与えることを

要しない。 

６箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 

１年 １労働日 

２年 ２労働日 

３年 ４労働日 

４年 ６労働日 

５年 ８労働日 

６年以上 １０労働日 

３ 次に掲げる労働者（１週間の所定労働時間が厚生労働省

令で定める時間以上の者を除く。）の有給休暇の日数につい

ては、前２項の規定にかかわらず、これらの規定による有

給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の１週間の所定労

働日数として厚生労働省令で定める日数（第１号において

「通常の労働者の週所定労働日数」という。）と当該労働者

の１週間の所定労働日数又は１週間当たりの平均所定労働

日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とす

る。 

一 １週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日

数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定め

る日数以下の労働者 

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている

労働者については、１年間の所定労働日数が、前号の厚

生労働省令で定める日数に１日を加えた日数を１週間の 

所定労働日数とする労働者の１年間の所定労働日数その

他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の 

労働者 

１ 年次有給休暇管理簿が整備されていな

い。 

 

２ 年次有給休暇の繰越方法、繰越日数に 

誤りがある。 

 

３ その他年次有給休暇の付与日数に誤り

がある。 

 

４ 年次有給休暇の付与日数（残日数）を 

職員に周知していない。 

 

５ 年 10 日以上の年次有給休暇を付与され

た職員が、実際に取得した年次有給休暇が

５日未満である。 

 

６ 使用者による時季指定を行う場合にお

いて、就業規則に記載していない。 

 

（上記１～６全てパートタイム職員を含む｡） 

 

 

７ 時間単位の年次有給休暇を付与する 

場合に労使協定を締結していない。 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 
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   ４ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、(略)ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前３項の規定による有給休暇の

日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数（５日以内に限る。） 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

５ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を

妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

６ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、(略)ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面

による協定により、第１項から第３項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち５日を超える部

分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 

７ 使用者は、第１項から第３項までの規定による有給休暇（これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るも

のに限る。以下この項及び次項において同じ。）の日数のうち５日については、基準日（継続勤務した期間を６箇月経過日から１年ごとに区分した各期間（最後に１年

未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日をいう。以下この項において同じ。）から１年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければな

らない。ただし、第１項から第３項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところに

より、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 

８ 前項の規定にかかわらず、第５項又は第６項の規定により第１項から第３項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数（当該

日数が５日を超える場合には、５日とする。）分については、時季を定めることにより与えることを要しない。 

（以下略） 

 

◎ 労働基準法第89条 

※ ４～５ページ参照 

 

◎ 労働基準法施行規則第24条の４ 

法第39条第４項第３号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇１日の時間数（１日の所定労働時間数（日によつて所定労働時間数が異なる場合には、１年間におけ

る１日平均所定労働時間数。次号において同じ。）を下回らないものとする。） 

二 １時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数（１日の所定労働時間数に満たないものとする。） 

 

◎ 労働基準法施行規則第24条の５ 

１ 使用者は、法第39条第７項ただし書の規定により同条第１項から第３項までの規定による10労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日 

数のうち５日については、基準日（同条第７項の基準日をいう。以下この条において同じ。）より前の日であつて、10労働日以上の有給休暇を与えることとした日（以 

下この条及び第24条の７において「第一基準日」という。）から１年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用者が法第 39条第１項から第３項までの規定による 10労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該

基準日又は第一基準日から１年以内の特定の日（以下この条及び第24条の７において「第二基準日」という。）に新たに10労働日以上の有給休暇を与えることとした

ときは、履行期間（基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から１年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。）の月数を 12 で除し

た数に５を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。 

３ 第１項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から１年ごとに区分した各期間（最後に１年未満の期間を生じたときは、当該期間） 

の初日を基準日とみなして法第39条第７項本文の規定を適用する。 
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   ４ 使用者が法第39条第１項から第３項までの規定による有給休暇のうち10労働日未満の日数について基準日以前の日（以下この項において「特定日」という。）に与

えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該 10労働日未満の日数が合わせて 10労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準

日とみなして前３項の規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第５項又は第６項の規定により与えた有給休暇の日数分につい

ては、時季を定めることにより与えることを要しない。 

 

◎ 労働基準法施行規則第24条の６ 

１ 使用者は、法第39条第７項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えるこ

とを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。 

２ 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。 

 

◎ 労働基準法施行規則第24条の７ 

 使用者は、法第39条第５項から第７項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日（第一基準日及び第二基準日を含む。）を労働者ごとに明 

らかにした書類（第55条の２及び第56条第３項において「年次有給休暇管理簿」という。）を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後５年間保存

しなければならない。（（略）第24条の７（略）の規定の適用については、当分の間、（略）「５年間」とあるのは、「３年間」とする：同法施行規則第72条） 

 

＊ パートタイム職員（労働基準法第39条、労働基準法施行規則第24条の３） 

（１）パートタイム職員であっても、６か月以上継続勤務し、週所定労働時間が30時間以上又は週所定労働日数が５日以上の者については、通常の職員と同じ日数の年

次有給休暇を与えなければならない。 

継続勤務年数 ６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

（２）上記以外のパートタイム職員（週所定労働時間が30時間未満の者）に対する年次有給休暇付与日数については、以下のとおり。 

継続勤務期間 ６か月 １年６か月 ２年６か月 ３年６か月 ４年６か月 ５年６か月 ６年６か月以上 

労
働
日
数 

週所定４日又は年間所定１６９日～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

週所定３日又は年間所定１２１日～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

週所定２日又は年間所定７３日～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

週所定１日又は年間所定４８日～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

 

＊ 年次有給休暇の繰り越し 

（１）年次有給休暇の残日数については、翌年（度）まで繰り越さなければならない。 

（２）パートタイム職員から通常の職員になった場合において、パートタイム職員としての勤務期間は継続勤務年数として換算する。また、２か月以上雇用が切れてい

ない場合も継続雇用として取り扱う。 

 

◎ 労働基準法第115条 

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から５年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除く。）はこれを

行使することができる時から２年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 

 

◎ 労働基準法第143条 

３ 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から５年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使す

ることができる時から５年間、この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）の請求権はこれを行使することができる時から３年間」とする。 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ８ 産前・産後休暇、妊産婦の時間外労働等の制

限、育児時間及び育児休業・介護休業は規定化

され適切に付与されているか。 

・労働基準法 

第65～67条、第

39条第10項 

・育児休業、介護 

休業等育児又は

家族介護を行う

労働者の福祉に

関する法律（以

下「育児・介護

休業法」とい

う。） 

第５条、第９条

の２、第11条、

第16条の２、第

16条の５、第16

条の８、第16条

の９、第17～23

条、第24条 

・育児休業、介護 

 休業等育児又は

家族介護を行う

労働者の福祉に

関する法律施行

規則（以下「育

児・介護休業法

施行規則」とい

う。）第69条の２

～70条、第71条

の２ 

◎ 労働基準法第65条 

１ 使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあつては、14週間）

以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において

は、その者を就業させてはならない。 

２ 使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させては

ならない。ただし、産後６週間を経過した女性が請求した 

場合において、その者について医師が支障がないと認めた

業務に就かせることは、差し支えない。 

３ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他

の軽易な業務に転換させなければならない。 
 

◎ 労働基準法第66条 

１ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の

２第１項、第32条の４第１項及び第32条の５第１項の規

定にかかわらず、１週間について第 32 条第１項の労働時

間、１日について同条第２項の労働時間を超えて労働させ

てはならない。 

２ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条 

第１項及び第３項並びに第 36 条第１項の規定にかかわら

ず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させて

はならない。 

３ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業を 

させてはならない。 
 

◎ 労働基準法第67条 

１ 生後満１年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休

憩時間のほか、１日２回各々少なくとも30分、その生児を 

育てるための時間を請求することができる。 

２ 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用しては

ならない。 

１ 産前・産後休暇、妊産婦の時間外労働等

の制限、育児時間及び育児休業・介護休業

が規定化されていない。 

 

２ 産前・産後休暇、育児時間及び育児休

業・介護休業が付与されていない。 

 

３ 対象者がいるにもかかわらず、育児・介

護休業給付（休業開始時の賃金月額「育児 

休業は67％（６か月経過後50％）」、「介護

休業は 67％」：ハローワーク）や社会保険

個人負担及び事業主負担免除（産休及び 

育休のみ：年金事務所）の手続きがなされ

ていない。 

 

４ 育児休業・介護休業規程等が法改正に 

あわせて改訂されていない。 

 

 

 

５ 育児休業・介護休業規程（労働基準法上

は就業規則の一部となる）が制定または 

改訂されているが、所轄労働基準監督署に

届け出られていない。 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

         
   ◎ 労働基準法第39条 

10 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を 

行う労働者の福祉に関する法律第２条第１号に規定する育児休業又は同条第２号に規定する介護休業をした期間並びに

産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第１項及び第２項の規定の適用については、これを出勤した 

ものとみなす。 

 

◎ 育児・介護休業法第21条の２ 

１ 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知さ

せるための措置（労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護しているこ

とを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。）を講ずるよう努めなければならない。 

一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項 

二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 

   



 

  - 12 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         
  ◎ 育児・介護休業法施行規則第70条 

法第21条の２第１項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 法第９条第２項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第15条第３項 

第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。 

二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。 

 
<規定すべき項目> 定義、対象労働者、期間、回数、手続き、不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止、給与の取扱い等 
 
○育児休業 
・対象労働者（一定要件を満たす有期契約労働者を含む。（法第５条第１項）） ・対象となる家族の範囲 
・期間：原則、子が１歳に達する日まで。保育所に入所できない等の理由がある場合最長２歳※まで（※H29.10.1施行） 
    父母ともに取得する場合、１歳２か月に達する日までの間、１年間取得可能（法第９条の２ほか） 
・回数：子の出生後８週間以内に労働者（父親）が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても再度の取得が可能（法

第５条第２項） 
<その他の留意点> 
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化（法第21～22条、施行規則第69条の２～４、第71条の２） 
（※R4.4.1施行） 
・有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和（法第５条第３項）（※R4.4.1施行） 
・育児休業の分割取得（法第５条第２項）（※R4.10.1施行） 
・従業員1,000人超の法人における育児休業取得状況の公表の義務化（法第22条の２）（※R5.4.1施行） 
 
○産後パパ育休（出生時育児休業） 
・期間及び回数：子の出生後８週間以内に４週間まで、分割して２回取得可能。（法第９条の２）（※R4.10.1施行） 
 
○介護休業 
・対象労働者（一定要件を満たす有期契約労働者を含む。（法第11条第１項）） ・対象となる家族の範囲 
・期間及び回数（対象家族１人につき通算93日まで、３回まで分割可能。（法第11条第２項）） 
<その他の留意点> 
・有期雇用労働者の介護休業取得要件の緩和（法第11条第１項）（※R4.4.1施行） 
 
○子の看護・介護休暇 
・日数及び単位：対象家族１人につき年５日、２人以上の場合は年10日（法第16条の２、５第１項） 
        時間単位で取得可能（施行規則第34条、第40条）（※R3.1.1施行） 
 
○育児・介護のための所定外労働、時間外労働、深夜業の制限 
・期間：【所定外労働】子が３歳に達するまで、又は家族の介護が必要な期間（法第16条の８、９） 
    【時間外労働・深夜業】子が小学校就学の始期に達するまで、又は家族の介護が必要な期間（法第17～20条） 
・制限時間：【時間外労働】24時間／月、150時間／年 
 
○育児のための所定労働時間短縮の措置（法第23条第１、２項） 
・期間：子が３歳に達するまで  ・制限時間：１日原則６時間 
・代替措置：短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならない。 
      ・育児休業制度に準ずる措置  ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ 
      ・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 
 
○介護のための所定労働時間短縮等の措置（法第23条第３、４項） 
・期間：対象家族１人につき利用開始から３年の間に２回以上取得可能。 
・措置：次のいずれかの措置を講じなければならない。 
    ・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制度 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ 
    ・労働者が利用する介護サービスの費用助成その他これに準ずる制度 
 
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的で利用できる休暇制度（法第24条） 
（※努力義務、H29.10.1施行） 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ９ 職場におけるセクシュアルハラスメント防止

のために相談窓口を設けるなど、必要な措置を

講じているか。 

 

・男女雇用機会 

均等法第11条 

◎ 男女雇用機会均等法第11条 

１ 事業主は、職場において行われる性的な言動に対する 

その雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働 

条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該

労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者

からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主

による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたこと

を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取

扱いをしてはならない。 

３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第１項の

措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これ

に応ずるように努めなければならない。 

４  厚生労働大臣は、前３項の規定に基づき事業主が講ずべ

き措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために

必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるもの

とする。 

・ 職場におけるセクシュアルハラスメント 

防止のために相談窓口を設けるなど必要

な措置を講じていない。 

Ｂ 適・不適 

  ・平成18年 

厚生労働省告示 

第615号 

事業主が職場

における性的な

言動に起因する

問題に関して雇

用管理上講ずべ

き措置等につい

ての指針 

＊ 事業主が講ずべき措置の内容 

(1) セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化

し、周知・啓発すること。 

(2) 行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること。 

(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

(4) 窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。 

(5) 上記相談窓口は妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント等の窓口と一元的に相談に応じ

ることのできる体制の整備が望ましいこと。  

(6) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

(7) 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。 

(8) 再発防止に向けた措置を講ずること。 

(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。 

(10) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を

定め、周知すること。 

 

 

  

        



 

  - 14 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 10 パワーハラスメント防止のための方針の明確

化等、必要な措置を講じているか。 
・労働施策の総合

的な推進並びに

労働者の雇用の

安定及び職業生

活の充実等に関

する法律（以下

「労働施策総合

推進法」とい

う。）第30条の２ 

◎ 労働施策総合推進法第30条の２ 

１ 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景と

した言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のによりその雇用する労働者の就業環境が害されることの

ないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応する

ために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主

による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたこと

を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取

扱いをしてはならない。 

・ 職場におけるパワーハラスメント防止の

ために必要な措置を講じていない。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

  ・令和２年厚生労

働省告示第５号 
事業主が職場

における優越的

な関係を背景と

した言動に起因

する問題に関し

て雇用管理上講

ずべき措置等に

ついての指針 

＊ 事業主が講ずべき措置の内容 

(1) パワーハラスメントの内容・パワーハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓

発すること。 

(2) 行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること。 

(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

(4) 窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。 

(5) 上記相談窓口は妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント等の窓口と一元的に相談に応じ

ることのできる体制の整備が望ましいこと。  

(6) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

(7) 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。 

(8) 再発防止に向けた措置を講ずること。 

(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。 

(10) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を

定め、周知すること。 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 11 同一使用者と労働契約を締結している有期 

契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の 

定めがあることにより不合理な労働条件を定め

ていないか。 

 

・短時間労働者

及び有期雇用労

働者の雇用管理

の改善等に関す

る法律（以下｢パ

ートタイム・有

期雇用労働法｣

という。）第８条 

 

◎ パートタイム・有期雇用労働法第８条 

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本

給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対

応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・

有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業

務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）、当該

職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当

該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認

められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設け

てはならない。 

 

・ 同一使用者と労働契約を締結している 

 有期契約労働者と無期契約労働者との間

で、期間の定めがあることにより不合理な

労働条件を定めている。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

※ 同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより 

不合理に労働条件を相違させることを禁止するルール。 

※ 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随

義務、福利厚生など、労働者に対する一切の労働条件について適用。 

※ 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、 ガイドライン（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する

不合理な待遇の禁止等に関する指針）を参照すること 

※ 事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば、法人単位で判断。 

※ この規定により、違反する待遇の相違は無効となり、損害賠償が認められ得るものと解される。 

 

   

         

 12 有期労働契約者のうち、通算契約期間が５年

を超える者の申込みにより、無期労働契約に転

換する制度（無期転換制度）の導入が進められ

ているか。 

・労働契約法 

第18条 

・専門的知識等を

有する有期雇用

労働者等に関す

る特別措置法 

（以下「有期雇用

特別措置法」と

いう。） 

第２条、第６条、

第７条、第８条 

◎ 労働契約法第18条 

１ 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約

（契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条に  

おいて同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通

算契約期間」という。）が５年を超える労働者が、当該使用

者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が  

満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が

提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みを  

したときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない  

労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期

労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一

の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別

段の定めがある部分を除く。）とする。 

 

 

 

 

 

１ 無期転換制度導入に応じた就業規則等

の見直しがなされていない。 

 

２ 無期労働契約への申込みに適切に対応

していない。 

 （無期転換制度適用の特例（継続雇用の 

高齢者）を希望し、「第二種計画認定・変

更申請書」を県労働局に提出し、計画が適

当である旨の認定を受けている場合を除

く。） 

 

※有期雇用特別措置法の施行日（平成 27 年

４月１日）以前に通算契約期間が５年を 

超える労働者については、特例の適用な

し。 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

適・不適 

 

 

適・不適 



 

  - 16 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
   ２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約

期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次

の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約 
  期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が 
  連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める 
  基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を 
  除く。以下この項において「空白期間」という。）があり、

当該空白期間が６月（当該空白期間の直前に満了した一の

有期労働契約の契約期間（当該一の有期労働契約を含む二

以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないとき

は、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。

以下この項において同じ。）が１年に満たない場合にあって

は、当該一の有期労働契約の契約期間に２分の１を乗じて 
  得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上で

あるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の 
  契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

３ 無期労働契約への申込みについて、書面 
  の様式が整備されていない。 
 （※法的な定めはないが、争いを防ぐため 
   様式の整備が望ましい。） 

Ｃ 適・不適 

         
   ◎ 有期雇用特別措置法第２条 

２ この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）を

締結している労働者をいう。 
３ この法律において「特定有期雇用労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 
二 定年（60 歳以上のものに限る。以下同じ。）に達した後引き続いて当該事業主（高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和 46年法律第 68号）第９条第２項に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合に

あっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。）に雇用される有期雇用労働者 
 
◎ 有期雇用特別措置法第６条 
１ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、、当該事業主が行う第二種特定有期雇用労働者（特定有期雇用労働者

のうち第２条第３項第２号に掲げる者をいう。次項第１号において同じ。）の特性に応じた雇用管理に関する措置につい

ての計画（以下「第二種計画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適当である旨の

認定を受けることができる。 
２ 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者（（略））に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の 
当該事業主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

 
◎ 有期雇用特別措置法第７条 
１ 前条第１項の認定に係る事業主（以下「第二種認定事業主」という。）は、同項の認定に係る第二種計画を変更しよう

とするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 
 
◎ 有期雇用特別措置法第８条 
２ 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に 
係る労働契約法第18条第１項の規定の適用については、定年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間

は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 13 高年齢者の雇用確保措置を導入しているか。 ・高年齢者等の 

雇用の安定等に

関する法律 

第９条 

◎ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条 

１ 定年（65 歳未満のものに限る。以下この条において同

じ。）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の

65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げ

る措置（以下「高年齢者雇用確保措置」という。）のいずれ

かを講じなければならない。  

一  当該定年の引上げ 

二  継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望する

ときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用 

する制度をいう。以下同じ。）の導入 

三  当該定年の定めの廃止 

１ 少なくとも 65 歳までの雇用を確保する

ための措置を導入していない。 

※経過措置適用（継続雇用の対象者を限定

する基準を適用）する場合を除く。 

 

Ｂ 

 

適・不適 
 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 労働者名簿は整備されているか。（パートタイ

ム職員を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働基準法 

第107条、第109

条 

・労働基準法施行

規則第53条、 

第56条 

＊ 継続雇用を希望する者全員を 65 歳まで雇用しなけれ

ばならないが、労使協定により、平成25年３月31日ま

でに継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を締

結している場合は、経過措置として、労使協定等により

継続雇用制度の対象となる高年齢者を限定することがで

きる。 

なお、当該基準の対象年齢は厚生年金報酬比例部分の

受給年齢引き上げに伴い、令和７年４月までに段階的に

引き上げられる。 

平成25年４月１日から平成28年３月31日 61歳 

平成28年４月１日から平成31年３月31日 62歳 

平成31年４月１日から令和４年３月31日 63歳 

令和４年４月１日から令和７年３月31日 64歳 

 

 
 
◎ 労働基準法第107条 

１ 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日

日雇い入れられる者を除く。）について調製し、労働者の氏

名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記

入しなければならない。 

２ 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合に

おいては、遅滞なく訂正しなければならない。 

２ 経過措置として継続雇用制度の対象者

を限定している場合において、対象となる

年齢を就業規則又は労使協定に規定して

いない。 

（左下の表のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 労働者名簿が整備されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 



 

  - 18 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第３ 就業規則等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         

   ◎ 労働基準法施行規則第53条 

１ 法第107条第１項の労働者名簿（様式第19号）に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、 

次に掲げるものとする。 

一 性別 

二 住所 

三 従事する業務の種類 

四 雇入の年月日 

五 退職の年月日及びその事由（退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。） 

六 死亡の年月日及びその原因 

２ 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第３号に掲げる事項を記入することを要しない。 

   

         

   ◎ 労働基準法第109条 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を５年間保

存しなければならない。（第109条の規定の適用については、当分の間、（略）「３年間」とする。：同法第143条） 

   

         

   ◎ 労働基準法施行規則第56条 

法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。  

一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 

二  賃金台帳については、最後の記入をした日 

三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 

四  災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日 

五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 

   

         

 15 職員の採用の際に、労働条件を明示した書面

を交付しているか。 

・労働基準法 

第15条 

・労働基準法施行

規則第５条 

◎ 労働基準法第15条 

１ 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 

労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他

の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で

定める方法により明示しなければならない。 

１ 職員の採用の際に、労働条件を明示した

書面を交付していない。 

 

２ 職員に対して書面により明示すべき 

労働条件等のうち、明示していないものが

ある。 

Ａ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

         

   ◎ 労働基準法施行規則第５条 

１ 使用者が法第15条第１項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものと 

する。ただし、（略）、第四号の２から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合

においては、この限りでない。 

一  労働契約の期間に関する事項 

一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて

就業させる場合における就業時転換に関する事項 

三  賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃

金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第３ 就業規則等 及び 第４ 労使協定・届出等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         

   四  退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時

期に関する事項 

五  臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第８条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 

六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

七  安全及び衛生に関する事項 

八  職業訓練に関する事項 

九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

十  表彰及び制裁に関する事項 

十一  休職に関する事項 

２  使用者は、法第 15 条第１項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるもの

としてはならない。 

３ 法第15条第１項後段の厚生労働省令で定める事項は第１項第一号から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を

除く。）とする。 

４  法第 15 条第１項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交

付とする。(以下略) 

   

         

第４ 労使協定・届出    

   等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 時間外（休日を含む）に勤務させるにあたり、

３６（時間外勤務）協定を１年に１回締結し、

労働基準監督署に届け出ているか。 

・労働基準法 

第36条 

◎ 労働基準法第36条 

１ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労

働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半

数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半

数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で

定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合におい

ては、第32条から第32条の５まで若しくは第40条の労働

時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条

の休日（以下この条において「休日」という。）に関する規

定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時

間を延長し、又は休日に労働させることができる。 

１ 時間外（休日を含む）に勤務させるにあ

たり、３６協定を１年に１回締結していな

い、又は締結した協定を所轄労働基準監督

署に届け出ていない。 

 

２ 協定の対象期間開始日までに、３６協定

を届け出ていない。 

Ａ 

 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

 

適・不適 

         

   ２ 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 

二 対象期間（この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、１年間に限る

ものとする。第四号及び第６項第三号において同じ。） 

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

四 対象期間における１日、１箇月及び１年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時

間又は労働させることができる休日の日数 

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 

３ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の

事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 

 

   



 

  - 20 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第４ 労使協定・届出等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         

   ４ 前項の限度時間は、１箇月について 45時間及び１年について 360時間（第 32条の 4第１項第二号の対象期間として

３箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、１箇月について 42 時間及び１年について

320時間）とする。 

５ 第１項の協定においては、第２項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量

の大幅な増加等に伴い臨時的に第３項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、１箇月について労働時

間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間（第２項第四号に関して協定した時間を含め100

時間未満の範囲内に限る。）並びに１年について労働時間を延長して労働させることができる時間（同号に関して協定し

た時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。）を定めることができる。この場合において、第１項の協定に、併せて

第２項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が１箇月について 45時間（第 32条の４第１項第

二号の対象期間として３箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、１箇月について42時

間）を超えることができる月数（１年について６箇月以内に限る。）を定めなければならない。 

６ 使用者は、第１項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合で

あつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 

一 （略） 

二 １箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。 

三 対象期間の初日から１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇

月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の１箇月当

たりの平均時間 80時間を超えないこと。 
（以下略） 

＊ ３６（時間外勤務）協定の有効期間は１年であるため、毎年更新する必要がある。 

   

         

 ２ １年単位の変形労働時間制を採用する場合

は、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け

出ているか。 

・労働基準法 

第32条の４第１

項、第４項、第

32条の２第２項 

◎ 労働基準法第32条の４ 

◎ 労働基準法第32条の２ 

※ ６ページ参照 

１ １年単位の変形労働時間制に係る労使

協定が締結されていない。 

 

２ １年単位の変形労働時間制に係る労使

協定を所轄労働基準監督署に届け出てい

ない。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

       

 ３ 労働者（パートタイム職員を含む。）を、宿直 

または日直の勤務で断続的な業務に就かせる 

場合、労働基準監督署の許可を得ているか。 

・労働基準法 

第41条 

・労働基準法施行

規則第23条 

・最低賃金法 

第７条 

・最低賃金法施行

規則第３条第２

項 

◎ 労働基準法第41条 

この章、第６章及び第６章の２で定める労働時間、休憩 

及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者

については適用しない。 

三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官

庁の許可を受けたもの 

 

◎ 労働基準法施行規則第23条 

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、

様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受け

た場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にか

かわらず、使用することができる。 

１ 労働者を宿直または日直の勤務に就か

せる場合に、労働基準監督署の許可を得て

いない。 

Ｂ 適・不適 

該当がある場合 

チェック要 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第４ 労使協定・届出等 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
   ◎ 最低賃金法第７条 

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県 

労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者につい

ては、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該 

最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省

令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第４条の

規定を適用する。 

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 

二 試の使用期間中の者 

三 職業能力開発促進法第24条第１項の認定を受けて 

行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及び

これに関する知識を習得させることを内容とするものを

受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 

四  軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で 

定める者 

 

◎ 最低賃金法施行規則第３条 

２ 法第７条第四号の厚生労働省令で定める者は、軽易な 

業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。 

ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、

当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける

他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に 

限り、行うことができるものとする。 

２ 宿直者の賃金が最低賃金を下回ってい

る場合に、断続的労働に従事する者の最低

賃金の減額の特例許可を受けていない。 

 

 

３ 減額の特例許可を受けている場合に、地

域別最低賃金の改正に伴う賃金改定を実

施していない。 

 （福岡県最低賃金額：Ｐ27参照） 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

       

 ４ ２４（給与引去）協定は締結されているか。 ・労働基準法 

第24条第１項 

◎ 労働基準法第24条 

１ 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなけ

ればならない。（略） 法令に別段の定めがある場合又は当

該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるとき

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな

いときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定

がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うこと

ができる。 

 

＊ 法定控除の具体例 

健康保険・厚生年金保険及び子ども・子育て拠出金に

係る社会保険料、雇用保険及び労災保険に係る労働 

保険料、所得税及び住民税 

＊ 法定外控除の具体例 

民間社会福祉事業職員共済掛金、職員給食費、職員親

睦会費、財形貯蓄積立金、団体加入生命保険料等 

 

１ 給与から法定控除以外の引き去りがな

されている場合に、２４（給与引去）協定

が締結されていない。 

 

２ 給与から法定控除以外の引き去りがな

されている場合に、２４（給与引去）協定

で締結されていない項目がある。 

Ａ 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 



 

  - 22 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第４ 労使協定・届出等 及び 第５ 給与 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ５ 銀行口座振込を行っている場合は、労使協定 

を締結するとともに、全員から同意書を徴して

いるか。 

・労働基準法施行

規則第７条の２ 

◎ 労働基準法施行規則第７条の２ 

１ 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払に 

ついて次の方法によることができる。 

一  当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対す

る当該労働者の預金又は貯金への振込み 

 （以下略） 

１ 銀行口座振込に係る労使協定を締結し

ていない。 

 

２ 銀行口座振込を行っている場合に、同意

書を徴していない事例がある。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

        

   ＊ 口座振込は、書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事

項を記載すること。 

(1) 口座振込を希望する賃金の範囲及びその金額 

(2) 労働者の指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号 

(3) 開始希望時期 

＊ 口座振込を行う事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合

と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、次

に掲げる事項を記載した書面による協定を締結すること。 

(1) 口座振込の対象となる労働者の範囲 

(2) 口座振込の対象となる賃金の範囲及びその金額 

(3) 取扱金融機関等の範囲 

(4) 口座振込の実施開始時期 

   

        

第５ 給与 １ 給与規程が適正に整備されているか。 

 

 

 

 

 

 

２ 給料の決定、計算及び支払の方法、給料の締

切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は明

確になっているか。 

 

 

 

 

３ 給与の支給に関して給与規程の規定内容と 

異なっていないか。 

・労働基準法 

第89条第２号、

第３の２号、第

４号、第24条第

２項 

 

◎ 労働基準法第89条 

※ ４～５ページ参照 

 

＊ 給与規程は、就業規則の一部をなすものであり、その 

  作成及び変更は、就業規則の作成及び変更として取り 

  扱われる。 

 

◎ 労働基準法第24条 

２ 賃金は、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わなけ

ればならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その

他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（第 89

条において「臨時の賃金等」という。）については、この限

りでない。 

１ 給与規程が、正規の手続き（理事会の 

承認、労働基準監督署への届出等）を経て 

作成されていない。 

 

２ 給与規程が、正規の手続きを経て変更 

されていない。 

 

１ 給料の決定、計算及び支払の方法、給料

の締切及び支払の時期並びに昇給に関す

る事項が明確になっていない。 

 

２ 給与規程に明文規定のない給料決定、昇

給・昇格について理事会に諮っていない。 

 

１ 給与の支給に関して給与規程の規定内

容と異なっている。 

 

２ 現金支給の場合、受領印等がない。 

 

３ 口座振込の場合に、銀行その他の金融 

機関への振込依頼書と賃金（給与）台帳の

金額が一致しない。 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 
該当がある場合 
チェック要 
適・不適 



- 23 - 

 

※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第５ 給与 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ４ 諸手当（時間外勤務手当を除く。）の支給額が、

給与規程の規定内容あるいは各認定関係書類

（扶養、住居、通勤届等）の認定内容と異なっ

ていないか。 

  ・ 諸手当（時間外勤務手当を除く）の支給

額が、給与規程の規定内容あるいは各認定

関係書類の認定内容と異なっている。 

Ｂ 適・不適 

       

 ５ 時間外勤務手当（休日勤務手当を含む。）の実

績簿が整備され、実績に基づき適正に支給され

ているか。 

・労働基準法 

第37条 

・労働基準法施行

規則第19条、 

  第20条、第54条 

 

◎ 労働基準法第37条 

１ 使用者が、（略）前条第１項の規定により労働時間を延長

し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は

その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃

金の計算額の２割５分以上５割以下の範囲内でそれぞれ政

令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ

ばならない。ただし、当該延長して労働させた時間が１箇

月について60時間を超えた場合においては、その超えた時

間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の５

割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならな

い。 

２ （略） 

３  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労

働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織

する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と

の書面による協定により、第１項ただし書の規定により割

増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払

に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第39

条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定める 

  ところにより与えることを定めた場合において、当該労働

者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし

書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した

休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の 

  労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を 

  支払うことを要しない。 

４  使用者が、午後10時から午前５時まで（（略））の間に 

おいて労働させた場合においては、その時間の労働につい

ては、通常の労働時間の賃金の計算額の２割５分以上の 

率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

１ 時間外勤務手当実績簿が作成されてい

ない。 

 

２ 時間外勤務手当を実績どおりに支給し

ていない。 

 

３ 時間外勤務手当の１時間当たりの単価

の算定が規定と異なっている。 

 

４ 勤務時間の端数処理が給与規程と異な

っている。または端数処理の方法が適正で

ない。 

 

５ 時間外勤務手当の支給対象外として  

いる管理職のうち、管理職としての実態が

ない者がいる。 

 

Ａ 

 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

       

  ・労働基準法第37

条第１項の時間

外及び休日の割

増賃金に係る率

の最低限度を定

める政令 

労働基準法第37条第１項の政令で定める率は、同法（略）

第 36 条第１項の規定により延長した労働時間の労働につい

ては２割５分とし、これらの規定により労働させた休日の 

労働については３割５分とする。 

   

       



 

  - 24 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第５ 給与 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         
   ◎ 労働基準法施行規則第19条 

１ 法第 37 条第１項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に（略）法第 36

条第１項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前５時（（略））までの労働 

時間数を乗じた金額とする。 

一  時間によつて定められた賃金については、その金額 

二  日によつて定められた賃金については、その金額を１日の所定労働時間数（（略））で除した金額 

三  週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数（（略））で除した金額 

四  月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数（（略））で除した金額 

（以下略） 

   

         

   ◎ 労働基準法施行規則第20条 

１ （略）法第36条第１項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前５時（（略））までの間に及ぶ場合に 

おいては、使用者はその時間の労働については、第19条第１項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の５割以上 

（その時間の労働のうち、１箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、７割５分以上）の率 

で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

２ （略）法第 36条第１項の規定による休日の労働時間が午後 10時から午前５時（（略））までの間に及ぶ場合において

は、使用者はその時間の労働については、前条第１項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の６割以上の率で計算 

した割増賃金を支払わなければならない。 

   

         

   ＊ 時間外勤務手当 

割増率１２５／１００（深夜勤務の場合１５０／１００） 

＊ 休日勤務手当 

割増率１３５／１００（深夜勤務の場合１６０／１００） 

※労働基準法上の休日とは法定休日（週１日または４週４日）を指す。 

   

    

◎ 労働基準法施行規則第54条  ※24ページ参照 

   

         

  ・労働基準法 

第37条 

・労働基準法施行

規則第21条 

◎ 労働基準法第37条 

５ 第１項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族

手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入し

ない。 

 

◎ 労働基準法施行規則第21条 

法第37条第５項の規定によつて、家族手当及び通勤手当

のほか、次に掲げる賃金は、同条第１項及び第４項の割増 

賃金の基礎となる賃金には算入しない。  

一  別居手当  

二  子女教育手当  

三  住宅手当  

四  臨時に支払われた賃金  

五  １箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 

６ 算定基礎に、家族手当、通勤手当、別居 

手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支

払われる賃金、１か月を超える期間ごとに

支払われる賃金（ボーナス等）を除くすべ

ての手当を算入していない。 

Ｂ 適・不適 



- 25 - 

 

※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第５ 給与 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ６  賃金（給与）台帳が整備されているか。 ・労働基準法 

第108条、第109

条 

・労働基準法施行

規則第54条、第

55条、第56条 

◎ 労働基準法第108条 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算

の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定め

る事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならな

い。 

 

◎ 労働基準法施行規則第54条 

１ 使用者は、法第 108条の規定によつて、次に掲げる事項

を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。  

一  氏名 

二  性別 

三  賃金計算期間 

四  労働日数 

五  労働時間数 

六  （略）法第36条第１項の規定によつて労働時間を 

延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後 10

時から午前５時（略）までの間に労働させた場合には、

その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数 

七  基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 

八  法第24条第１項の規定によつて賃金の一部を控除 

した場合には、その額 

 

◎ 労働基準法施行規則第55条 

法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労 

働者（１箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられ 

る者を含む。）については様式第20号、日々雇い入れられ 

る者（１箇月を超えて引続き使用される者を除く。）につい 

ては様式第21号によつて、これを調製しなければならない。 

 

◎ 労働基準法第109条 

◎ 労働基準法施行規則第56条 

※ 17ページ参照 

・ 賃金（給与）台帳が整備されていない。 Ｂ 適・不適 

       

 ７ 退職金は適正に支給されているか。 ・労働基準法 

 第89条第３号の

２ 

◎ 労働基準法第89条 

  ※ ４ページ参照 

１ 退職金が規定内容どおりに支給されて

いない。 

 

２ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

や、中小企業退職金共済制度などの退職金

共済制度に加入している施設で、加入対象

者であるにもかかわらず加入していない

事例がある。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

       



 

  - 26 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第６ パートタイム・有期雇用職員 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第６ パートタイム・ 

有期雇用職員 

１ パートタイム・有期雇用職員に適用される就

業規則は整備されているか。 

・労働基準法 

第89条 

・パートタイム・

有期雇用労働法

第７条 

◎ 労働基準法第89条  ※ ４～５ページ参照 

＊  労働基準法にいう労働者には、パートタイム・有期雇

用職員も含まれるため、パートタイム・有期雇用職員に

適用する就業規則も作成する必要がある。 

 

◎ パートタイム・有期雇用労働法第７条 

１ 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を

作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所におい

て雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる 

ものの意見を聴くように努めるものとする。 

２ 前項の規定は（略）有期雇用労働者に係る事項について

（略）準用する。 

・ パートタイム・有期雇用職員に適用され

る就業規則を整備していない。 

Ａ 適・不適 

       

 ２ パートタイム・有期雇用職員に対して労働条

件等を明示した雇入通知書等の文書を取り交わ

しているか。 

・労働基準法 

第15条、第14条 

・労働基準法施行

規則第５条 

・パートタイム・

有期雇用労働法

第６条 

・短時間労働者及

び有期雇用労働

者の雇用管理の

改善等に関する

法律施行規則

（以下｢パート

タイム・有期雇

用労働法施行 

  規則｣という。） 

第２条 

◎ 労働基準法第15条 

◎ 労働基準法施行規則第５条  ※ 17ページ参照 

 

◎ パートタイム・有期雇用労働法第６条 

１ 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、

速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条

件に関する事項のうち労働基準法第 15 条第１項に規定す

る厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働

省令で定めるもの（次項及び第14条第１項において「特定

事項」という。）を文書の交付その他厚生労働省令で定める

方法（次項において「文書の交付等」という。）により明示

しなければならない。 

 

◎ パートタイム・有期雇用労働法施行規則第２条 

１ 法第６条第１項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇

用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関す

る事項は、次に掲げるものとする。 

一  昇給の有無 

二  退職手当の有無 

三  賞与の有無 

四  短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する

事項に係る相談窓口 

１ パートタイム・有期雇用職員に対して労

働条件等を明示した雇入通知書等の文書

を交付していない。 

 

２ パートタイム・有期雇用職員に対して文

書等により明示すべき労働条件等のうち、

明示していないものがある。 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

        

   ◎ 労働基準法第14条 

１ 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 

３年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、５年）を超える期間について締結しては 

ならない。 

二  満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契約を除く。） 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第６ パートタイム・有期雇用職員 及び 第７ 産業医等、職場の安全衛生管理体制 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ３ パートタイム・有期雇用職員に対して、通常

の職員への転換を推進するための措置を講じて

いるか。 

・パートタイム・

有期雇用労働法

第13条 

◎ パートタイム・有期雇用労働法第13条 

  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その 

雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のい

ずれかの措置を講じなければならない。 

一  通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に

係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべ

き業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る 

事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労

働者に周知すること。 

二  通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該

配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所に

おいて雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与える

こと。 

三  一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対

象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設

けることその他の通常の労働者への転換を推進するた

めの措置を講ずること。 

・ パートタイム・有期雇用職員に対して、

通常の職員への転換を推進するための措

置を講じていない。 

Ｂ 適・不適 

       

 ４ 福岡県の最低賃金（地域別最低賃金）に抵触

していないか。 

・最低賃金法 

第４条、第７条 

◎ 最低賃金法第４条 

１ 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その 

最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 

◎ 最低賃金法第７条 

※ 20ページ参照 

・ 福岡県の最低賃金（地域別最低賃金）に

抵触している。 

Ａ 適・不適 

        

   ＊ 最低賃金の適用を受ける労働者とは、労働基準法上の労働者であり、パートタイム職員も、減額

特例の許可を受けた者でない限りは適用される。 

＊ 福岡県の最低賃金 １時間当たり９００円（令和４年10月８日～次回改定日の前日） 

 

   

        

第７ 産業医等、職場

の安全衛生管理

体制 

１ 産業医等の選任、契約及び報酬支給は適正か。 ・労働安全衛生法 

第13条 

・労働安全衛生法

施行令第５条 

・労働安全衛生規       

 則第13条 

◎ 労働安全衛生法第13条 

１ 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働

省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任

し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定

める事項（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わ

せなければならない。 

 

◎ 労働安全衛生法施行令第５条 

法第13条第１項の政令で定める規模の事業場は、常時 

50人以上の労働者を使用する事業場とする。 

１ 産業医１人以上（職員数が常時 50 人以

上3,000人以下の場合）を選任していない。 

 （※法人の代表者等を産業医として選任す

ることはできない。） 

 

＊ 衛生管理体制に係る常時雇用する労働

者数には、受け入れている派遣労働者数を

含む。（労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（労働者派遣法）第45条） 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  - 28 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第７ 産業医等、職場の安全衛生管理体制 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評 価 区 分 自主点検 
   ◎ 労働安全衛生規則第13条 

法第13条第１項の規定による産業医の選任は、次に定め

るところにより行わなければならない。 

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日 

以内に選任すること。 

二 次に掲げる者（イ及びロにあつては、事業場の運営

について利害関係を有しない者を除く。）以外の者のう

ちから選任すること。 

イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者 

ロ （略） 

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者 

２ 産業医等について、契約書を作成（また

は委嘱状を交付）していない。 

 

３ 産業医等の報酬の支給が実態に基づいて

おらず、適正でない。 

 

Ｂ 

 

 

Ａ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

         

   ＊ 産業医は、少なくとも毎月１回（一定の条件を満たす場合は２月に１回）作業場を巡視し、作業方法または衛生状

態に有害の恐れがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

＊ 産業医等とは、契約書を締結（または委嘱状を交付）するとともにその契約書（委嘱状）には、報酬金額及び業務

内容を明記する必要がある。また、産業医等の出勤簿・報酬台帳を作成し、現金支給の場合は受領印、口座振込の場

合は同意書を徴するなどの必要がある。 

 

   

         

 ２ 衛生推進者又は衛生管理者を選任し、安全 

衛生に関する事項について、職員の意見を聴く

ための機会（場）又は衛生委員会を設け、月１

回以上定期的に開催しているか。 

・労働安全衛生法 

第12条、第12条

の２、第18条 

・労働安全衛生法

施行令 

第４条、第９条 

・労働安全衛生規

則第23条、第23

条の２ 

・ 労働者数が常時10人以上50人未満の場合は、衛生推進

者を選任のうえ、安全又は衛生に関する事項について、関

係労働者の意見を聴くための機会（場）を毎月１回以上開

催するようにしなければならない。 

・ 労働者数が常時50人以上の場合は、衛生管理者を選任の

うえ、衛生委員会を毎月１回以上開催するようにしなけれ

ばならない。 

１ 衛生推進者又は衛生管理者を選任してい

ない。 

 

２ 安全衛生に関する事項について、職員の

意見を聴くための場又は衛生委員会を 

設けていない。 

３ 安全衛生に関する事項について、職員の

意見を聴くための場又は衛生委員会を 

月１回以上定期的に開催していない。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

         

   ◎ 労働安全衛生法第12条 

１ 事業者は、政令で定める規模（※常時50人以上：同法施行令第４条）の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受

けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業

務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第１項各号の業務（（略））のうち衛生に係る技術的事項を管

理させなければならない。 

 

◎ 労働安全衛生法第12条の２ 

事業者は、（略）前条第１項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模（※常時10人以上50人未満：労働

安全衛生規則第 12条の２）のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者（第 11条第１項の政

令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者）を選任し、その者に第10条第1項各号の業務（（略）、第

11条第１項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。）を担当させなければならない。 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第７ 産業医等、職場の安全衛生管理体制 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
         

   ◎ 労働安全衛生法第18条 

１ 事業者は、政令で定める規模（※常時50人以上：同法施行令第９条）の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事

業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 (以下略) 

 

◎ 労働安全衛生規則第23条 

１ 事業者は、（略）、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を毎月１回以上開催するようにしなけれ

ばならない。 

２ (略) 

３ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者

に周知させなければならない。 

一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 

二 書面を労働者に交付すること。 

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確 

 認できる機器を設置すること。 

４ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを３年間保存しなければならない。 

一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 

二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの 

５ 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることが

できる。 

 

◎ 労働安全衛生規則第23条の２ 

委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機

会を設けるようにしなければならない。 

   

         

 ※ 当該施設における感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための対策を検討する委員会

を定期的に開催するとともに、その結果につい

て職員に周知徹底を図っているか。 

※ 当該施設における指針を整備しているか。 

（障害者支援施設、救護施設においては、令和

６年３月31日までは努力義務） 

 

※ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修並びに訓練を定期的に実施しているか。 

（障害者支援施設、救護施設においては全て、

高齢者施設では訓練のみについて、令和６年３

月31日までは努力義務） 

・各施設の設備及

び運営に関する

基準 

 

＊ 各施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（略）を定期的に開催

するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る

こと。 

二 当該施設における（略）指針を整備すること。 

三 当該施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に（年２回以上）実施

すること。 

    



 

  - 30 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第８ 社会保険・労働保険 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第８ 社会保険・労働

保険 

１ 社会保険（健康保険、厚生年金保険）の加入 

対象者はすべて加入しているか。 

・健康保険法 

第３条ほか 

・厚生年金保険法

第６条ほか 

◇ 社会保険（健康保険、厚生年金保険） 

常時５人以上の従業員を使用する施設、事業所は、健康保

険及び厚生年金保険の強制適用事業所とされているので、新

たに施設、事業所を設置したときは、社会保険事務所におい

て加入手続きを取らなければならない。 

(1) 適用対象となる職員の採用又は適用対象職員の退職に

際しては、資格取得又は喪失の届出を行わなければなら

ない。 

(2) パートタイム職員であっても、２か月超の雇用期間、 

かつ、１日又は１週間の労働時間及び１か月の勤務日数

が通常の職員の４分の３以上であれば被保険者となる。 

１ 社会保険（健康保険、厚生年金保険）の 

加入対象者であるにもかかわらず加入し

ていない事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   厚生年金保険被保険者数が常時 500人以下の施設・事業所に

おいても、労使合意（※）がなされれば、以下の①～④の要

件を全て満たす職員は社会保険に加入できる。（加入すること

が望ましい。） 

≪要件≫①週の所定労働時間が20時間以上あること 

②雇用期間が１年以上見込まれること 

③賃金の月額が8.8万円以上であること 

④学生でないこと 

２ 短時間労働者が社会保険に加入するこ

とについて、労使合意がなされるよう努め

ていない。 

 

Ｃ 適・不適 

         

   ※労使合意における労働者の同意は、(1)労働組合がある場合、当該労働組合の同意(2)労働組合がない場合、同意対象者

の過半数を代表する者の同意、または同意対象者の２分の１以上の同意を要する。なお、労使合意の同意対象者は、 

①厚生年金保険の被保険者 

②70歳以上被用者（過去に厚生年金保険の加入期間を有する者） 

③上記≪要件≫を全て満たす短時間労働者 

   

         

 ２ 労災保険の加入手続きは適正に行われている

か。 

 

３ 雇用保険の加入対象者はすべて加入している

か。 

・労働者災害補償

保険法第３条 

ほか 

・雇用保険法 

第５条、第６条 

◇ 労働保険（労災保険、雇用保険） 

労働者を１人でも雇用する施設、事業所は、労働保険の強

制適用事業場とされているので、新たに施設、事業所を設置

したときは、労働基準監督署や公共職業安定所において加入

手続き（保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届等の提

出）を取らなければならない。 

(1) 労災保険は、雇用期間、労働時間等に関係なく、パー 

トタイム職員も含め、すべての職員に適用される。 

(2) 雇用保険は、次の要件をともに満たす全ての職員に 

適用される。 

ア １週間の所定労働時間が20時間以上であること。 

イ 31日以上雇用されることが見込まれること。 

ウ 学生でないこと。 

(3) 雇用保険の被保険者となる職員の採用又は退職に際し

ては、資格取得又は喪失の届出を行わなければならない。 

・ 労災保険の加入手続きが行われていな

い。 

 

・ 雇用保険の加入対象者であるにもかかわ

らず加入していない事例がある。 

（平成29年１月１日以降に新たに65歳以上

の労働者を雇用した場合も雇用保険の 

適用対象となる。） 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第９ 職員の健康診断 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第９ 職員の健康診断 １ 職員の健康診断を毎年１回実施しているか。 ・労働安全衛生法

第66条 

・労働安全衛生 

規則第43条、 

第44条 

◎ 労働安全衛生法第66条 

１ 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、医師による健康診断（略）を行なわなければなら

ない。 

 

・ 定期健康診断を毎年１回実施していない。 

 

・ 雇入時健康診断を実施していない。 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

適・不適 

        

   ◎ 労働安全衛生規則第43条 

１ 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師に

よる健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、３月を経過しない

者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該

健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。  （以下略） 

 

◎ 労働安全衛生規則第44条 

１ 事業者は、常時使用する労働者（第 45 条第１項に規定する労働者を除く。）に対し、１年以内ごと

に１回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。（以下略） 

２ 第１項第３号、第４号、第６号から第９号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣

が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 

 

   

  ・労働安全衛生規

則第44条第２項

の規定に基づき

厚生労働大臣が

定める基準 

＊ 定期健康診断項目 

  ※下記の者は、医師の判断に基づき省略可 

診 

察 

等 

問診（既往歴及び業務歴の調査）   

身体計測（身長） → ２０歳以上の者 

    （体重）   

    （腹囲） → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 等 

視力   

聴力   

自覚症状及び他覚症状の有無の検査   

血圧   

胸部エックス線検査   

喀痰検査 → 
胸部エックス線検査により病変及び結核発病
のおそれがないと診断された者 

貧血検査 → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 

肝機能検査 → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 

血中脂質検査 → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 

血糖検査 → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 

尿検査   

心電図検査 → ４０歳未満（３５歳の者を除く。）の者 

※雇入時の健康診断は、年齢等による省略項目はないもの。（ただし、喀痰検査の項目はなし。） 

 

   

 

 

 

      



 

  - 32 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第９ 職員の健康診断 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ２ 深夜業（夜勤、宿直）に常時従事する職員に 

 対して６か月以内ごとに１回定期健康診断を実

施して 

いるか。 

・労働安全衛生 

規則第45条、 

第13条 

◎ 労働安全衛生規則第45条 

１ 事業者は、第 13 条第１項第三号に掲げる業務に常時従

事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び６月 

以内ごとに１回、定期に、第 44 条第１項各号に掲げる項

目について医師による健康診断を行わなければならない。

この場合において、同項第四号（＊胸部エックス線検査及

び喀痰検査）の項目については、１年以内ごとに１回、定

期に、行えば足りるものとする。 

２ 前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康

診断において第 44 条第１項第六号から第九号まで及び第

11 号に掲げる項目について健康診断を受けた者について

は、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認める

ときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことがで

きる。 

 

◎ 労働安全衛生規則第13条第１項第三号 

ヌ 深夜業を含む業務 

・ 深夜業（夜勤、宿直）に常時（週１回以

上又は１月４回以上）従事する職員に対し

て、６か月以内ごとに１回定期健康診断を

実施していない。 

Ｂ 適・不適 

       

 ３ 健康診断個人票を作成し、保存しているか。 ・労働安全衛生 

 規則第51条 

◎ 労働安全衛生規則第51条 

事業者は、（略）第44条（略）の健康診断（略）の結果

に基づき、健康診断個人票（様式第５号）を作成して、こ

れを５年間保存しなければならない。 

・ 健康診断個人票を作成し、保存していな

い。 

Ｂ 適・不適 

       

 ４ パートタイム・有期雇用職員にも健康診断を

実施しているか。 

・平成31年１月30

日基発0130第１号  

 短時間労働者及

び有期雇用労働者

の雇用管理の改善

等に関する法律の

施行について 

＊ パートタイム職員については、次の(1)及び(2)のいずれ

の要件も満たす場合、「常時使用する短時間・有期雇用労

働者」に該当し、通常の職員と同様の一般健康診断を行わ

なければならない。 

(1) 無期雇用労働者（有期雇用労働者であって、当該契約

の契約期間が１年（労働安全衛生規則第 45条において

引用する同規則第13 条第１項第３号に掲げる業務に従

事する有期雇用労働者にあっては６か月。以下この(1)

において同じ。）以上である者並びに契約更新により１

年以上使用されることが予定されている者及び１年以

上引き続き使用されている者を含む。）であること。 

(2)その者の１週間の労働時間数が当該事業場において同

種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働

時間数の４分の３以上であること。 

※上記の(2)に該当しない場合であっても上記の(1)の要

件に該当し、１週間の労働時間数が、当該事業場におい

て同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定

労働時間数のおおむね２分の１以上である者に対して

も一般健康診断を実施することが望ましいこと。 

・ パートタイム・有期雇用職員に健康診断

を実施していない。 

Ｂ 適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第９ 職員の健康診断 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ５ 心理的な負担の程度を把握するための検査

（ストレスチェック）を１年以内ごとに１回実

施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働安全衛生法

第66条の10 

・労働安全衛生規

則第52条の９ 

ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 労働安全衛生法第66条の10 

１ 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、医師、保健師（略）による心理的な負担の程度を

把握するための検査を行わなければならない。 

※ 実施義務の対象は常時 50 人以上の労働者を使用する

事業場（同規則第 52 条）で、50人未満の事業場は努力

義務とされている。 

 

◎ 労働安全衛生規則第52条の９ 

事業者は、常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに  

１回、定期に、次に揚げる事項について法第66条の10第

１項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検

査（略）を行わなければならない。 

一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関

する項目 

二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に

関する項目 

三 職場における他の労働者による当該労働者への支援

に関する項目 

・  心理的な負担の程度を把握するための

検査（ストレスチェック）を１年以内ごと

に１回実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ６ ストレスチェックの検査結果等について所轄

労働基準監督署へ提出しているか。 

・労働安全衛生規  

則第52条の21 

◎ 労働安全衛生規則第52条の21 

  常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、１年以内

ごとに１回、定期に、心理的な負担の程度を把握するため

の検査結果等報告書(様式第６号の２)を所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。 

 

・  ストレスチェックの検査結果等につい

て所轄の労働基準監督署へ提出していな

い。 

Ｂ 

 

適・不適 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

  - 34 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第 10 苦情解決体制 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評価事項 評価区分 自主点検 
第10 苦情解決体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 提供する福祉サービスについて、利用者等 

からの苦情の適切な解決に努めているか。 

・社会福祉法 

第82条、第65条 

・各施設の設備及

び運営の基準を

定める条例 

◎ 社会福祉法第82条 

社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サー

ビスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めな

ければならない。 

 

 

◎ 社会福祉法第65条 

１ 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに

福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応

その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定め

なければならない。  

２ 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号 

 から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で

定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項に

ついては厚生労働省令で定める基準を標準として定める

ものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める

基準を参酌するものとする。 

三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の 

  適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に 

 関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

３ 社会福祉施設の設置者は、第１項の基準を遵守しなけれ 

 ばならない。 

 

【参考】特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（厚生労働省令）第29条 

(1) 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所

者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の 

  必要な措置を講じなければならない。 

(2) 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場

合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

(3) 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町

村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

(4) 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった 

   場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなけれ

ばならない。 

１ 提供する福祉サービスについて、利用者 

  等からの苦情の適切な解決に全く努めて 

  いない。 

 

 

 

２ 相談窓口が明確でない。 

 

・ 施設長、理事等が苦情解決責任者と 

  されていない。 

 

・ 職員の中から苦情受付担当者を任命 

 していない。 

 

３ 第三者委員が適正に設置されていない。 

 

・ 第三者委員を理事長が選任していない 

  （任命行為等を行っていない）。 

 

・ 第三者委員の要件を満たしていない。 

 

  ・ 第三者委員を複数選任していない。 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

適・不適 

 

 

 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第 10 苦情解決体制 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
  ・平成12年6月7日

障発452号、社援

発1352号、老発

第514号、児発

575号 

社会福祉事業

の経営者による

福祉サービスに

関する苦情解決

のしくみの指針 

◎ 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦

情解決のしくみの指針 

１ 苦情解決体制 

(1) 苦情解決責任者：苦情解決の責任主体を明確にするた

め、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 

(2) 苦情受付担当者：サ－ビス利用者が苦情の申出をしや

すい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者

を任命する。 

(3) 第三者委員：苦情解決に社会性や客観性を確保し、利

用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するた

め、第三者委員を設置する。 

  ○ 第三者委員の要件 

  ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者 

  イ 世間からの信頼性を有する者 

 〔例示〕 評議員、監事又は監査役、社会福祉士、 

民生委員・児童委員、大学教授、弁護士など 

   ○ 第三者委員の人数 

    第三者委員は中立・公正性の確保のため、複数である 

    ことが望ましい。 

２ 苦情解決の手順 

(1) 利用者への周知 

    施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解

決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付

担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組

みについて周知する。 

  (2) 苦情の受付 

  苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付け 

る。なお、第三者委員も直接苦情を受け付けることができ 

４ 苦情解決のしくみについて全く利用者

に周知していない。 

 

・ 周知内容を施設内に掲示していない。 

 

・ 苦情処理体制及び手順を示していな

い。 

 

・ 第三者委員の氏名及び連絡先を示して

いない。 

 

・ 施設外相談窓口を示していない。 

 （行政（区の福祉・介護保険課）、県国

民健康保険団体連合会、県社会福祉協議

会（運営適正化委員会）） 

 

５ 受け付けた苦情を苦情解決責任者及び

第三者委員に報告していない｡ 

 

 ・ 苦情がない場合に何も報告していない。 

 

６ 苦情解決の受付簿等関係書類が整備  

されていない。 

 

７ 苦情受付箱を設置していない。 

 

８ 解決結果が公表されていない。 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

 

 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

適・不適 

 

 

適・不適 

 

適・不適 

 

      る。     

     (3) 苦情受付の報告・確認 

    苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三

者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。 

 (4) 苦情解決に向けての話し合い 

    苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に

応じて第三者委員の助言を求めることができる。 

  (5) 苦情解決の記録、報告 

    苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。苦情解決責任者は一定期間

毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。また、苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を

約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

  (6) 解決結果の公表 

    利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、 

  インターネットを活用した方法のほか、「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 

   



 

  - 36 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第11 防火・防災対策 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第11 防火・防災対策 １ 防火管理者の選任、届出は行われているか。 ・消防法第８条 

・消防法施行令 

第１条の２、第

３条、第３条の

２ 

 

◎ 消防法第８条 

１ 学校、病院、工場、事業場、（略）その他多数の者が出入

し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの

の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有

する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところ

により、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消

防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の

用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点

検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又

は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の 

 管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければなら 

ない。 

２ 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者 

を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防 

署長に届け出なければならない。これを解任したときも、 

同様とする。 

＊ 社会福祉施設のうち、火災発生時に自力で避難する 

ことが著しく困難な者が入所する施設については、「収容

人員が10人以上」、それ以外の施設については「収容 人

員が30人以上」の施設において防火管理者の選任が義務

づけられている。（消防法施行令第１条の２） 

 

○ 防火管理者の資格（消防法施行令第３条） 

防火管理に関する講習の課程を修了した者等、防火管理

者の資格を有する者で当該防火対象物において防火管理上

必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督

的な地位にあるものでなくてはならない。 

 

○ 防火管理者の責務（消防法施行令第３条の２） 

防火管理者は、防火管理上必要な業務を誠実に遂行する

とともに、消防用設備等の点検及び整備、又は適切な防火

管理上の指示を与えなければならない。 

その業務は以下のとおり。 

(1) 消防計画の作成 

(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施 

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要

な施設の点検及び整備 

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督 

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 

(6) 収容人員の管理 

(7) その他防火管理上必要な業務 

・ 防火管理者の選任、届出をしていない。 Ｂ 適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第11 防火・防災対策 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ２ 消防計画を適正に作成、届出（変更届出）し

ているか。 

・消防法施行規則

第３条 

＊ 防火管理者は、施設の実態に即した実効ある計画を作成

し、すみやかに所轄消防署長に提出しなければならない。 

 また、建物の増改築その他の理由で計画を変更した場合も

同様である。 

・ 消防計画を作成し、所轄消防署へ届出 

 （変更届出）していない。 

Ｂ 適・不適 

   消防計画に策定すべき内容は概ね下記のとおり。     

    (1) 自衛消防の組織に関すること 

(2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること 

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること 

(4) 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること 

(5) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること 

(6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること 

(7) 防火訓練上必要な教育に関すること 

(8) 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること 

(9) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること 

(10) 防火管理について消防機関との連絡に関すること 

   

        

 ３ 消防計画の内容を関係者に周知しているか。    ※ 消防計画については、関係者に定期的に内容を周知する 

   とともに、非常災害時における各職員の分担表、避難経路 

   図、連携体制等を図表にし、事務室、廊下等見やすい場所 

 に掲示すること。 

 

１ 消防計画の内容を関係者に周知してい

ない。 

２ 非常災害時の緊急連絡体制等を図表に

し、見やすい場所に掲示していない。 

Ｂ 

 

Ｂ 

適・不適 

 

適・不適 

 ４ 施設周辺の地理的制約条件を把握している

か。 

 

 ○ 各種ハザードマップの活用 

 施設周辺の地理的条件（洪水、土砂災害、高潮等）を把握

することは、風水害・地震等の災害対策に必要である。 

  ＊ 各種ハザードマップは、福岡市ホームページの「福岡

市総合ハザードマップ」を参照。 

・ 各種ハザードマップの防災上有益な地理

情報を活用し、施設周辺の地理的条件(洪

水、土砂災害、高潮等)を把握していない。 

 

Ｂ 適・不適 

  
５ 消火・避難訓練等は適正に実施されているか。 

 
・消防法施行令 

第３条の２ 

・消防法施行規則

第３条 

・昭和62年９月18

日社施第107号 

  社会福祉施設

における防火安

全対策の強化に

ついて 

 

・各施設の設備及

び運営に関する

基準 

 
○ 消火・避難訓練等の実施（消防法施行規則第３条） 
  施設においては、消火、通報及び避難等の訓練を定期的に 
 実施することが義務づけられ、特に消火訓練及び避難訓練に 
ついては、年２回以上実施しなければならないとされている。 
実施にあたっては、あらかじめ、その旨を消防機関に通報

し、必要に応じて消防署等の立会いも要請する必要がある。 
 ＊ 訓練は、消火、通報、避難、総合訓練等を幅広く実施す

ることが望まれる。また、入所施設にあっては夜間又は夜

間を想定した避難訓練等を実施して、通常の夜間における

勤務体制下での実践的な対応ができるよう訓練を行う必要

がある。 
＊ 避難、救出その他の訓練に当たって、できるだけ地域住民

の参加が得られるよう努めること。日頃から地域住民との

密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得ら

れる体制づくりに努めることが必要である。 

 
１ 消火・避難訓練等を全く行っていない。 
２ 消火・避難訓練等が定期的に実施されて

いない。 
３ 入所施設にあって夜間、または夜間を 
 想定した訓練が実施されていない。 
４ 消火・避難訓練等の記録が整備されて 
 いない。 
５ 消火・避難訓練通知書を事前に消防署へ

提出していない。 
６ 避難通路が確保されていない。 

 （障害物等が放置されている。） 

 
Ａ 
Ｂ 
 
Ｂ 
 
Ｂ 
 
Ｃ 
 
Ｂ 

 
適・不適 
適・不適 

 
適・不適 

 
適・不適 

 
適・不適 

 
適・不適 



 

  - 38 -   ※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 

第11 防火・防災対策 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ※ 業務継続計画等を策定し、必要な措置を講じ

ているか。 

※ 職員に対し業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しているか。 

※ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて変更しているか。 

（令和６年３月31日までは努力義務） 

・各施設の設備及び

運営に関する基

準 

 

＊ 各施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じなければならない。 

当該施設は、職員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけれ

ばならない。 

当該施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

（※令和６年３月31日までは努力義務） 

 

＊ 業務継続計画に係る研修については、定期的（年２回以

上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修

を実施し、内容についても記録すること。なお、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

＊ 業務継続計画に係る訓練（シミュレーション）において

は、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動でき

るよう、業務継続計画に基づき、施設内の役割分担の確認、

感染症や災害が発生した場合に実践するケア・支援の演習

等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。 

＊ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの

の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせなが

ら実施することが適切である。 

   

       

 ６ 消防用設備等の点検を年２回行い、うち１回

について、結果を消防署に報告しているか。 

・消防法第17条の３

の３ 

・消防法施行規則 

  第31条の６ 

○ 消防用設備等の点検 

   消防用設備等の点検は、６月ごとに実施するとともに、１

年に１回、その結果を消防署に報告する必要がある。 

１ 消防用設備等の点検が年２回行われて

いない。 

 

２ 消防用設備等の点検結果について、年  

１回消防署に報告していない。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

適・不適 

       

 ７ 消防署の立入検査によって指摘事項があっ

た場合は、すみやかに改善がなされているか。 

 ○ 消防署の立入検査 

  消防署の立入検査における指摘事項については、すみやか

に改善がなされなければならない。 

・ 消防署の立入検査によって指摘事項が  

あったにもかかわらず改善がなされて  

いない。 

Ｂ 適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第11 防火・防災対策 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
 ８ 夜間勤務体制は適正か。 ・昭和62年９月18日

社施第107号 

  社会福祉施設

における防火安

全対策の強化に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成12年３月17日 

  老発第214号 

  特別養護老人

ホームの設備及

び運営に関する

基準について 

５ 夜間防火管理体制の充実について 

(1) 夜間における所要配置人員 

ア 夜間・宿直（略）については、（略）、この配置人員

を目安とし所要の人員を配置すること。 

 なお、この場合、各施設における入所者の状況、建物

の構造、配置、立地条件及び消防設備等を総合的に勘

案すること。 

イ また、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設に 

  ついては、夜勤者（直接処遇職員）とは別に、宿直者

を必ず配置すること。 

ウ 現状において、直ちに夜勤・宿直に当たる職員の  

確保が困難な場合にあつては、例えば夜間宿直専門の

者を雇い上げる等創意工夫することにより、入所者の

処遇の低下を来たさないよう配慮しつつ、入所者の  

安全が確保されるよう夜間勤務体制の整備充実を  

図ること。 

(2) 夜間における勤務形態 

夜間における標準的な勤務形態として従来から施設の

種別に応じて交替制・宿直制を指導しているので、原則

としてこの勤務形態を確保すること。 

 

第四 処遇に関する事項 

11 勤務体制の確保等 

(2) (略) 併せて、同通知に定める宿直員を配置すること。 

（介護保険法に定める介護老人福祉施設又は地域密着型 

介護老人福祉施設である特別養護老人ホームであって、厚生

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第四号ニ又は第五号ハを満たす夜勤職員を配置し、かつ当該

夜勤職員のうち一以上の者を夜間における防火管理の担当者

として指名している時間帯を除く。） 

・ 夜勤または宿直を行う職員が適正に配置

されていない。 

  （ただし、特別養護老人ホームについては

最低基準を上回る人員を配置し、かつ夜勤

者のうち１人以上を夜間における防火  

担当者として指名している時間帯は、夜勤

者と別に宿直者を配置することは要しな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 適・不適 
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 「  」で消してください。 

第12 衛生管理 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第12 衛生管理 １ 飲用井戸がある場合、水質検査を１年以内ご

とに１回行っているか。 

 

２ 受水槽等（有効容量が10立方メートル以下の

小規模受水槽を除く。）について、清掃を１年 

 以内ごとに１回行っているか。 

 

３ 受水槽等について、水質検査を１年以内ごと

に１回行っているか。 

・昭和62年１月29

日衛水第12号 

飲用井戸等衛

生対策要領の実

施について 

・平成８年７月19

日社援施第116

号 

 社会福祉施設

における飲用井

戸及び受水槽の

衛生確保につい

て 

・水道法第34条の

２、第３条 

・水道法施行令 

第２条 

・水道法施行規則

第55条、第56条 

◎ 飲用井戸等衛生対策要領 

４．衛生確保対策 

２）飲用井戸等の管理、水質検査等 

② 飲用井戸等の検査 

ア．設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質

検査を行うこと。 （以下略） 

イ．定期の水質検査は、一般飲用井戸（（略））、業務用飲

用井戸及び小規模受水槽水道にあつては１年以内ごと

に１回行うものとするが、これ以外のものにあつても

１年以内ごとに１回行うことが望ましい。 

 

◎ 水道法第34条の２ 

１ 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に

従い、その水道を管理しなければならない。 

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理に 

 ついて、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地 

 方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検 

 査を受けなければならない。 

・ 飲用井戸がある場合、水質検査を１年以

内ごとに１回行っていない。 

 

・ 受水槽等（有効容量が 10 立方メートル

以下の小規模受水槽を除く）について、清

掃を１年以内ごとに１回行っていない。 

 

・ 受水槽等について、水質検査を１年以内 

 ごとに１回行っていない。 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

         

   ◎ 水道法施行規則第55条 

法第34条の２第１項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

 一  水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。 

◎ 水道法施行規則第56条 

１ 法第34条の２第２項の規定による検査は、毎年１回以上定期に行うものとする。 

◎ 水道法第３条 

７  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道で 

  あつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、そ

の用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 

◎ 水道法施行令第２条 

  法第３条第７項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給

を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。 

   

         
 ４ 給食の業務に従事する職員（パートタイム 

 職員を含む）は１月に１回検便を行っているか。 

・労働安全衛生 

  規則第47条 

・平成15年12月12

日社援基発第

1212001号 

 社会福祉施設等

における衛生管

理の徹底につい

て 

◎ 労働安全衛生規則第47条 

  事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食 

の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該 

業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなけ 

ればならない。 

   ＊ 給食の業務に従事する職員は、毎月１回細菌検査 

    （腸管出血性大腸菌、ノロウイルス（10～３月）等）を 

    行わなければならない。  

    給食の業務に従事する職員とは、実際に調理に従事 

  する者や栄養士であり、パートタイム職員も含まれる。 

１ 給食の業務に従事する職員の雇入れの

際又は当該業務への配置替えの際、検便に

よる健康診断を行っていない。 

 

２ 給食の業務に従事する職員（パートタイ

ム職員を含む）の検便が、１月に１回行わ

れていない。 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

適・不適 

 

 

 

適・不適 
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※自主点検欄で該当がない場合 

 「  」で消してください。 第13 その他 

項 目 指 導 監 査 事 項 根拠法令等 基 本 的 考 え 方 評 価 事 項 評価区分 自主点検 
第13 その他 １ 労働関係に関する重要な書類を５年間（当分

の間は３年間）保存しているか。 

・労働基準法 

第109条、143条 

◎ 労働基準法第109条、143条 

※ 17ページ参照 

・ 労働関係に関する重要な書類を５年間保

存していない。 

※当分の間は３年間とされている。 

Ｂ 適・不適 

       

 ２ 良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう

努めているか（福祉サービス第三者評価事業の

受審など）。 

・社会福祉法 

第78条 

◎ 社会福祉法第78条 

１ 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービ

スの質の評価を行うことその他の措置を講ずることによ

り、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ

適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 

・ 福祉サービスの質の評価を行うなど、良

質かつ適切な福祉サービスの提供に努め

ていない。 

Ｃ 適・不適 

       

 ３ 一定の台数以上の自動車を使用する場合に、 

  安全運転管理者等を選任し、届け出ているか。 

・道路交通法 

第74条の３ 

◎ 道路交通法第74条の３ 

１ 自動車の使用者（略）は、内閣府令で定める台数以上の 

  自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の 

  経験その他について内閣府令で定める要件を備える者の 

  うちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を 

  選任しなければならない。 

４ 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させる

ため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠

ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府

令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定める

ところにより、副安全運転管理者を選任しなければならな

い。 

５ 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理

者（（略））を選任したときは、選任した日から 15 日以内

に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位

置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これ

を解任したときも、同様とする。 

１ 自動車を５台（乗車定員が 11 人以上の

自動車は１台）以上使用している場合に、

安全運転管理者を選任していない。 

 

２ 自動車を20台以上使用している場合に、

副安全運転管理者を選任していない。 

 

３ 安全運転管理者、副安全運転管理者を 

  公安委員会に届け出ていない。 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

適・不適 

該当がある場合 

チェック要 

        

  ・道路交通法施行

規則第９条の８ 

◎ 道路交通法施行規則第９条の８ 

１ 法第74条の３第１項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が11人以上の自動車にあつては１台、 

  その他の自動車にあつては５台とする。 

２ 法第74条の３第４項の内閣府令で定める台数は、20台とする。 

３ 前２項及び第９条の11の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車１台又は普通自動二輪車

１台は、それぞれ0.5台として計算するものとする。 

 ＊ 法にいう「本拠」については、自動車を使用する事業が異なっていても、同一箇所で管理形態を 

   同じくする場合は、ひとつの本拠における使用台数として数える。例えば特別養護老人ホームで 

   ２台、同施設内で経営するデイサービス事業で３台使用する場合は、ひとつの本拠における使用台

数は５台である。 

   

        

 ４ その他施設運営に関し問題があるものはない

か。 

  １ 重大な問題がある。 

２ 問題がある。 

Ａ 

Ｂ 

適・不適 

適・不適 

 


